
 

 瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年９月３０日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１５号 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ 

建築基準法第８５条

第５項の規定に基づ

く仮設建築物の建築

の許可の申請に対す

る審査に係る仮設建

築物建築許可申請手

数料 

１件につき１２０，

０００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８６条

の８第１項又は建築

基準法第８７条の２

第１項の規定に基づ

く既存の一の建築物

について２以上の工

事に分けて工事を行

う場合における全体

１件につき２７，０

００円 

種類 金額 

＜省略＞ 

建築基準法第８５条

第４項の規定に基づ

く仮設建築物の建築

の許可の申請に対す

る審査に係る仮設建

築物建築許可申請手

数料 

１件につき１２０，

０００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８６条

の８第１項の規定に

基づく既存の一の建

築物について２以上

の工事に分けて工事

を行う場合における

全体計画認定申請手

数料 

１件につき２７，０

００円 



 

計画認定申請手数料 

建築基準法第８６条

の８第３項又は建築

基準法第８７条の２

第２項の規定に基づ

く既存の一の建築物

について２以上の工

事に分けて工事を行

う場合における全体

計画変更認定申請手

数料 

１件につき２７，０

００円 

建築基準法第８７条

の３第５項の規定に

基づく興行場等への

一時的な用途変更に

係る建築物の使用許

可申請手数料 

１件につき１２０，

０００円 

＜省略＞ 
 

 

建築基準法第８６条

の８第３項の規定に

基づく既存の一の建

築物について２以上

の工事に分けて工事

を行う場合における

全体計画変更認定申

請手数料 

 

 

１件につき２７，０

００円 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 
 

  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る手数料につ

いては、なお従前の例による。  

 


